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１．はじめに 

 

調査・設計業務の調達においては、平成 20 年度

から価格及び技術が総合的に優れた内容の契約が

なされるよう、総合評価落札方式が導入され 381

件（業務件数全体の 2.5%）が調達された。平成 22

年 2 月時点では前年度比 8 倍以上の 3,250 件以上

に大幅に拡大し、今後も同方式の大幅な運用拡大

が見込まれている。このため国土交通省では成果

品質をさらに向上させるうえで必要な技術力評価

の改善方策や低入札防止対策等について検討して

いる。 

公共工事の上流部において実施される調査・設計業

務において技術提案が確実に履行されることは、調査・

設計業務の成果の品質向上のみならず、その後の施工や

維持管理にも影響することから重要である。本稿では優

れた品質を確保するために必要な技術力の評価方法の改

善を目的として、業務成果の品質低下の一因となる低入

札の場合の技術力評価の方法について検討した。 
特に、調査基準価格を下回った場合に、技術提案の

履行確実性を加味する場合の評価方法について、低入札

が発生した業務の入札時の技術審査・評価データに基づ

いたシミュレーションを行った。また、低入札発生率の

抑制効果の予測と合わせて、導入に向けた課題について

も複数の案を比較分析して最適な評価方法を提案した。 

 

２．低入札の発生状況と品質確保対策の経緯 

 

（１）低入札の発生状況 

 調査・設計等業務の総合評価落札方式においては、近

年、低入札が発生しており、技術者への報酬の削減や経

費の過度な節減により優秀な人材の確保や業務の履行体

制に影響を与え、業務成果の品質低下につながることが

懸念される。「調査・設計等業務の品質確保に関する懇

談会」資料1)によると、評価値上位の応札企業の技術点

をみると、1位から3位までの技術点の差は、60点満点中、

平均5点程度（配点の8%程度）に集中して競い合ってい

る状況にある。また、平均落札率でみると、総合評価落

札方式の平均落札率は78.3%で価格競争入札方式の71.0%

より7.3ポイント高い程度にとどまっている。平均落札

率が価格競争と同様に過度に低くなる傾向については、

ダンピング受注や成果品の品質低下につながるおそれが

あり、抜本的な低入札対策を講じることが求められる。 

 国土交通省においては管理技術者の手持ち業務の制限

等、技術審査・評価方法を見直すなど順次対策を講じて

きているものの、総合評価落札方式の低入札による契約

率は平成20年度で23.2％と比較的高く、平成21年度第２

四半期には14.4％に低下したものの平成21年10月～11月

には再び27.0％まで増加し、依然として高い水準（図－

１）にある。 

 

図－１ 低入札による契約率の推移 

 

（２）低入札対策に関するヒアリング結果 

 低入札の背景や要因について整理するため、業界団体

に行ったヒアリング調査の結果を以下に示す。 

a）低入札を行う動機 

同種、類似の業務実績を得るため、低入札覚悟で応

札する、業務仕様等不明確なため、正確な積算が出来な

い場合がある、会社の経営上必要な年間受注量を確保し

資金を調達しないと資金不足に陥るため、低入札を覚悟

で応札する場合も考えられるなどの意見が出された。ヒ

アリング結果を踏まえて低入札を行う動機を次の通り整

理した。 
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① 技術提案の優劣が少なく技術点の差が付かない

場合に、価格点で差をつけるために低入札 

② 年度後半に業務量が少なくなったときに、仕事

の少ない社員を有効活用するために低入札 

③ 仕様書の業務内容が不明確、積算基準がない等

により正確な積算ができずに意図せず低入札 

④ 管理技術者の同種・類似業務の実績の期限が切

れるためにやむを得ず低入札 

⑤ 当面の会社の運転資金のための銀行融資に必要

な契約実績を確保するためにやむを得ず低入札 

 ①は、技術評価点に差が付きやすい方法の導入、②は

業務発注時期の平準化、③は仕様書における業務内容の

明確化と積算基準の整備が課題となる。④と⑤は抜本的

な低入札対策が課題となる。 

 b）低入札が業務成果の品質、経営に与える影響 

原価率が上昇し利益が創出できず、赤字になる場合

が多い、賞与、給与の減額、リストラ、メンタルヘルス

への悪影響、業務成果の品質への悪影響、照査・レビュ

ーが不十分となり手戻りやミスの発生の確率が高くなる

など、成果品の品質に悪影響を及ぼすとの意見があった。 

 c）低入札防止のために発注者に望むこと 

技術を主体とした選定方法、業務内容及び標準歩掛

りのない項目の明確化による積算可能な業務の拡大、調

査基準価格の引き上げ、総合評価のより高い技術点配点

比率の採用について意見が出された。また、工事の施工

体制確認型と同様の低価格入札企業の排除措置の導入、

測量業務における成果品の第三者検定の義務付けの導入

について意見が出された。 

d）低入札防止のために受注者としてできること 

業界・自社経営において、低入札は中期的に経営を

圧迫することを再認識し行動する、会員企業への強い指

導は独禁法に抵触する恐れもあり困難との意見があった。 

 

（３）低入札と業務成績評定の関係 

 落札率と業務成績評定点の関係を図－２および図－３

に示す。価格競争と総合評価を合わせた競争入札では、

調査基準価格付近（落札率概ね70%台）までは業種に関

わらず落札率が低くなるほど平均点は低下する傾向にあ

る。総合評価でみると、業務成績評定が平均点以上の業

務の割合は落札率70%以上ではほぼ一定であるが、落札

率70%未満では落札率が低くなると急激に減少している。 

 以上から、落札率の低い業務ほど業務成績が高得点の

割合が低く、調査基準価格未満では技術提案の内容につ

いて履行されていないおそれがある。このため、低入札

の場合には技術評価点の中で技術提案の確実な履行の確

保について評価し、厳格に反映させることが必要である。 
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【測量】 
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【地質調査】 

70.0 

71.0 

72.0 

73.0 

74.0 

75.0 

76.0 

77.0 

78.0 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

平
均
点

平
均

点
（７

４
点
）以

上
の
業
務
数
割
合

落札率

（凡例）  平均点以上の業務数の割合 

        落札率帯ごとの平均点 

図－２ 落札率帯別の業務成績評定点 

 

 

図－３ 総合評価における落札率と配点比率 

 

 



3 
 

（４）品質確保のための低入札対策の経緯 

 国土交通省においては、調査・設計業務における品質

確保のため、総合評価落札方式の導入、適正な業務実施

体制の確認・強化（低入札による品質対策）、発注者側

の成果品チェック体制の強化、適正な競争環境の確保を

進めている。このうち、低入札による品質低下対策につ

いては逐次対策を打ち出してきており、平成19年10月に

低入札価格調査を開始し、平成20年12月に低入札価格調

査の書類提出の充実、第三者による成果品照査の義務付

け、外業における現地履行確認体制の強化、平成21年10

月には管理技術者の手持ち業務量の制限（低入札の場合、

４億かつ10件から2億かつ5件以下）が導入された。また、

平成22年3月には、新たに低入札価格調査基準価格の見

直し、調査の強化及び総合評価落札方式における技術評

価の厳格化の導入が決定された。 

 

３．履行確実性評価シミュレーション 

 

（１） 現行の評価方法 

 現行の価格評価点の評価方法は、予定価格と入札価格

の差（１－入札価格／予定価格）に応じて得点が高くな

る仕組みとなっている。そのため応札者間の技術評価点

差が比較的少ない場合には技術評価点が他者より劣って

いても価格評価点の差が技術評価点の差以上に優れてい

れば全体の評価値で逆転する現象が生じる。調査・設計

等業務における総合評価落札方式の実施状況（平成20年

の年次報告）1)によれば、こうした傾向は価格点の配点

が高い配点比率1:1の業務において顕著に見られる（図

－４）。 

 

図－４ 比率1:1業務の落札者の技術点と価格点の順位 

 

 ただし、低入札でも全ての業務の成果品質が劣るとは

一概には言えないことから、価格のみで技術提案の履行

確実性を評価することは適切ではない。業務に要する費

用や体制を適切に計画し、優れた技術提案を確実に履行

する企業が評価される仕組みが必要である。 

 

（２） 低入札の場合の履行確実性の評価項目 

 国土交通省では、低入札価格調査に基づいて履行確実

性の評価項目として、以下を予定している。 

① 業務内容に対応した費用が計上されているか 

 直接人件費、直接経費、技術経費、諸経費の内訳

が明確かについて審査する。 

② 担当技術者に適正な報酬が支払われることになって

いるか 

 担当予定技術者の確定と、当該技術者の個々の年

間給与と比較して、適切な報酬となっているか。担

当予定技術者の手持ち業務量は適切かについて審査

する。 

③ 品質確保体制が確保されているか 

 照査予定技術者（第三者も含む）の確定と、当該

技術者個々の年間給与と比較して、適切な報酬とな

っているか、照査技術者の手持ち業務量は適切かに

ついて審査する。 

④ 再委託先への支払いは適正か 

 再委託先との連携が適切かについて審査する。 

 以上の４つの評価項目をどの程度満足しているかに応

じて、技術提案の履行確実性について段階的に評価する

ことにより、低入札価格調査を厳格化する2)。具体的に

は、履行確実性の度合い（以下、履行確実性度とす

る。）を1、0.75、0.5、0.25、0の５段階評価として行

い、履行確実性度に応じて技術評価点の減点を行う。こ

のため、履行確実性度に応じて技術提案の得点を減点す

る方法を検討した。 

 

（３） 履行確実性評価シミュレーションの内容 

平成20年度に総合評価落札方式により調達した業務

の技術審査・評価データを活用して、技術提案の履行の

確実性を技術評価点に反映させる方法として複数のパタ

ーンを想定して、低入落札発生率をシミュレーションに

より予測した。 

a）対象業務 

シミュレーションの対象となる業務は平成20年度に

総合評価落札方式で調達した土木、測量、地質調査の3

業種374件のうち、予定価格超過、入札辞退者を除いて2

者以上の応札のあった業務から、全応札者が低入札であ

った業務を除く233業務を全体とし、このうち低入札で

落札した69業務（応札者数574）について低入落札発生

率のシミュレーションを行った。 
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b） 評価方法の設定 

 技術評価点を減点もしくは加点する方法について、以

下の４つのパターンを設定した。 

① 技術提案部分の得点を減点する方法（パターン１） 

 技術提案の履行確実性の評価結果に応じて、技術評価

点のうち技術提案部分（実施方針と評価テーマの得点）

を減点する方法である。得点の算定式は以下のとおりと

なる。 

（履行確実性を踏まえた技術評価点）＝（現行の実施方

針＋評価テーマの得点）×（履行確実性度） 

技術提案の履行確実性の評価に応じて、実施方針と

評価テーマの得点に５段階の履行確実性度（1、0.75、

0.5、0.25、0）を掛ける。 

② 技術評価点全体を減点する方法（パターン２） 

技術提案の履行確実性の評価結果に応じて、技術評

価点全体を減点する方法である。具体的には予定技術者

の資格実績等、実施方針、評価テーマに５段階の履行確

実性度（1、0.75、0.5、0.25、0）を掛けて技術評価点

を算出する。 

（履行確実性を踏まえた技術評価点）＝（現行の技術評

価点）×（履行確実性度） 

③ 履行確実性評価点を技術点の一部として設定する方

法（パターン３） 

評価方法は、現行の技術点（60点満点）の配点を圧

縮して新たに履行確実性評価点を設定し、価格点配点の

30％に相当する配点を与える方法である。これはすなわ

ち、応札率に換算すると最大30％の得点に相当する。履

行確実性評価点の配点は比率1:1の場合18点、1:2の場合

9点、1:3の場合6点となる。履行確実性の５段階評価に

応じて、配点に履行確実性度（1、0.75、0.5、0.25、

0）を乗じて算定する。 

④ 履行確実性評価結果を技術提案と履行確実性評価点

の両方に反映する方法（パターン４） 

パターン１とパターン３の両方を組み合わせた評価

方法で、現行の技術点（60点満点）の配点を圧縮して新

たに履行確実性評価点を設定し、価格点配点の30％に相

当する配点を与えるとともに、技術評価点のうち技術提

案部分（実施方針＋評価テーマ）と履行確実性評価点を

減点する方法である。 

技術提案部分（実施方針＋評価テーマ）の得点に履

行確実性の５段階評価に応じて、履行確実性度(1、0.75、

0.5、0.25、0)を乗じて減点するとともに、履行確実性

評価点は配点に履行確実性度を乗じて算定する。 

それぞれの評価方法パターンについて、上段に現行

の評価方法、下段に履行確実性評価方法として、比率1:

2の場合の配点と得点を模式的に表現すると図―５のと

おりとなる。 

（パターン１） 

 

（パターン２） 

 
（パターン３） 

 

（パターン４） 

 

図－５ 評価方法のパターン 

 

（４） 履行確実性評価シミュレーションの結果 

 それぞれの評価方法のパターンについて、５段階の履

行確実性度に基づいて技術評価点を算定して低入札によ

る落札の発生率（全体業務233件に占める低入落札の発

生割合、％）により低入落札の抑制効果を予測すると図

－６のとおりとなる。 
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図－６ 低入落札の抑制効果 

 

a） 技術提案部分の得点を減点する方法(パターン１) 

パターン１では、最も低入札が多い比率1:1の

業務では、減点率が0～0.25の場合、低入落札発

生率は現行の45.9％から、3.5%～8.2%まで抑えら

れることとなり、抑制効果が３番目に高い。 

一方、減点効果は実施方針と評価テーマの得

点に左右され、得点が少ない応札者には効果が少

なくなることが懸念される。 

b） 技術評価点全体を減点する方法(パターン２） 

パターン２では、減点率が0～0.25の場合、比

率1:1の業務では低入落札発生率は0%～2.4%まで

抑制され、最も高い抑制効果が期待できる。 

一方、技術評価点全体を減点する考え方は、予

定技術者の資格、実績、成績、表彰などの技術者

評価部分の得点を減点することの合理性が課題と

なる。 

c） 履行確実性評価点を技術点の一部として設定する

方法(パターン３） 

パターン３では、減点率が0～0.25の場合、比

率1:1業務で低入落札発生率は7.1%～15.3%にとど

まり、抑制効果が最も低い。 

課題としては、運用方法が複雑となることに

加え、比率1:1の業務では、履行確実性評価の配

点が18点と比較的大きいため、現行の技術評価点

の配点が60点から42点に圧縮されて非低入応札者

の間では技術評価点の点差が付きにくくなること

が想定される。さらに、1:1の業務では減点率

0.25以上の場合、低入落札発生率は15.3%～24.7%

となり抑制効果は限定的となる。比率1:2の業務

では、他のパターンでは低入落札をほぼ完全に抑

制できるが、パターン３では3.8%～9.8%にとどま

り、十分な抑制効果が期待できない恐れがある。 

d） 履行確実性評価結果を技術提案と履行確実性評価

点の両方に反映する方法（パターン４） 

パターン４では、減点率が0～0.25の場合、比

率1:1の業務では低入落札発生率は0％～2.4％ま

で抑えられることとなり、パターン２と同等の抑

制効果が期待できる。一方、パターン３と同様、

運用方法が複雑、技術点の点差が付きにくくなる

ことが考えられる。 

 

（５） 応札行動の変化が抑制効果に与える影響 

 前述のシミュレーションでは、履行確実性評価の導入

前後で応札行動が変化しないという仮定のもと検討した

が、導入後に応札行動が変化し、さらに低入札を助長す

るおそれもある。そこで、低入落札者が履行確実性評価

による減点を上回るような価格評価点を期待して、現行

よりもさらに10％、20％低い価格で応札することを想定

して、履行確実性評価の抑制効果にどのような影響を与

えるかシミュレーションを行った。低入落札者が実際の

落札率からさらに10ポイント、20ポイント低い応札を行

うと仮定して、それぞれ試算した結果を図－７に示す。 



6 
 

（パターン１） 

 

（パターン２） 

 

（パターン３） 

 

（パターン４） 

 

図－７ 応札行動の変化が抑制効果に与える影響 

 

 履行確実性評価を0とした場合、パターン２およびパ

ターン４では、低入落札者が応札率を20％下げても概ね

落札できないのに対して、パターン３では低入落札発生

率は現行の1/3程度（11.6%）まで復活することとなり、

抑制効果が大きく減少することが分かった。パターン１

については、低入落札発生率は現行の1/6程度（5.2%）

と比較的抑制される。一方、比率1:2の業務では、パタ

ーン３を除き低入札は完全に抑制される結果となった。 

（６） まとめ 

 パターン２は最も抑制効果が高いものの、技術提案内

容の評価とは独立すべき技術者評価に係る得点を減点す

る合理性に乏しいこと、パターン３は抑制効果が最も低

く運用方法も複雑であるなど課題が多いこと、パターン

４は抑制効果が２番目に高いものの運用方法が複雑であ

ることなどから、採用にあたっては課題が多い。 

パターン１は、抑制効果はパターン２及び４に準ず

るものの、実施方針および評価テーマの提案内容の履行

確実性の観点から、確実性が低い場合に技術評価点を減

点する方法は合理的である。また、現行の評価方法でも

評価テーマに実現可能性の評価を採り入れている例もあ

り、技術提案の履行確実性を評価する方法として現行の

評価の考え方に近いことから、評価方法としては技術提

案部分の得点を減点する方法（パターン１）が妥当であ

ると考える。 

 

４．おわりに 

 本研究では、業務の品質確保を目的として、総合評価

落札方式における低入札対策のための技術提案の履行確

実性の評価方法について提案した。 

 研究の主な目的は国土交通省所管事業の品質確保・向

上であるが、その成果は今後、都道府県、市町村への調

査・設計業務の総合評価落札方式の本格的導入に向けて

活用されることが期待される。今後、国土交通省におい

て蓄積される経験と知見が地方公共団体にも広く共有さ

れ、質の高い社会資本が世代を超えて受け継がれていく

ことができれば幸いである。 

最後に、本研究のとりまとめにあたり、小澤一雅東

京大学大学院教授をはじめ調査・設計等分野の品質確保

に関する懇談会の委員の皆様方より貴重なご意見を賜り

ました。ここに心より感謝し、厚く御礼を申し上げます。 
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